
4長薬発第569号 

令和4年9月1日 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

病院診療所部会長 様 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

新型コロナウイルス感染症経口抗ウイルス薬（ラゲブリオ）における 

取り扱いについて（注意喚起） 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、長野県健康福祉部長から別添のとおり通知がありました。 

 新型コロナウイルス感染症経口抗ウイルス薬（ラゲブリオ）について、県内の医療機

関及び薬局において誤った方法での処方が確認されており、誤りが起こりやすい事例に

ついて下記のとおり示されました。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会（部会）会員にご周知くださいま

すよう、よろしくお願いします。 

 

 【事例１】 

登録センターに登録していない医療機関が登録薬局に院外処方を出してしまった。 

⇒薬局が登録していても、院外処方する医療機関が登録していなければ処方するこ

とはできません。 

【事例２】 

登録医療機関の医師が、未登録の診療所（登録医療機関の系列の診療所）から院外処

方を出してしまった。 

⇒医師が登録医療機関の所属でも、処方する医療機関が登録済みでなければ、処方

を出すことはできません。 

【事例３】 

院内患者に対し、登録薬局から譲渡されたラゲブリオを院内処方してしまった。 

⇒国の管理する薬のため、医療機関や薬局間の譲渡はできません。 
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